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食品安全モニターからの報告（平成１９年２月分）について 

食品安全モニターから２月中に、３４件の報告がありました。 

 
     報告内容 

       ＜意見等＞ 

・ 食品安全委員会活動一般関係       ２件 

・ リスクコミュニケーション関係      ７件 

・ ＢＳＥ関係               １件 

・ 鳥インフルエンザ関係          １件 

・ 器具・容器包装関係           １件 

・ 化学物質関係              １件 

・ 食品衛生管理関係           １１件 

・ 食品表示関係              ３件 

・ その他                 ７件 

 

（注）複数の分野に関係する報告については、便宜上いずれかの 

分野に分類した。 

 

報告された意見等については、以下のとおりです。 

リスク管理機関に関わる意見等につきましては、関係行政機関に送付し、広く食

品の安全性の確保に関する施策の参考に供することとしています。 

なお、以下では、食品安全委員会に関する意見等についてコメントを掲載すると

ともに、併せて、リスク管理機関に関わる意見等についても、関係行政機関からコ

メントがありましたので掲載しております。 

 

凡例）食品安全モニターの職務経験区分： 

○食品関係業務経験者 

・現在もしくは過去において、食品の生産、加工、流通、販売等に関する職業（飲食物調

理従事者、会社・団体等役員などを含む）に就いた経験を 5年以上有している方 

・過去に食品の安全に関する行政に従事した経験を 5年以上有している方 

○食品関係研究職経験者 

・現在もしくは過去において、試験研究機関（民間の試験研究機関を含む）、大学等で食

品の研究に関する専門的な職業に就いた経験を 5年以上有している方 

○医療・教育職経験者 

・現在もしくは過去において、医療・教育に関する職業（医師、獣医師、薬剤師、看護師、

小中高校教師等）に就いた経験を5年以上有している方 

○その他消費者一般  

・上記の項目に該当しない方 

資料 １－２ 
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１．食品安全委員会活動一般関係 

○ 地域の指導者育成講習会（埼玉）に参加して 

食の安全に関する知識を幅広く得るため、埼玉で開催された地域の指導者育成講習

会に参加した。講演 2題は分かりやすくよく理解できたが、グループ別に行う演習に
関しては、1グループの人数は多くても 5名位がよいと思った。この講習会を全国各
地で実施することは大変有意義なことと思う。私はここで得た知識を地域で活用した

いと考えている。 
（埼玉県 男性 66歳 その他消費者一般） 

○ 地域の指導者育成講習会（埼玉）に参加して 

講演 2題は質疑応答もあり、より正確に内容を理解できた。午後の演習は少人数に
分かれ、ゲーム感覚で知らず知らずにお互いに学びあうことができた。印象に残るも

のでした。 
（埼玉県 女性 71歳 その他消費者一般） 

【食品安全委員会からのコメント】 

本講座は、食品安全委員会が食品の安全性に関して、地域におけるリスクコミ

ュニケーションの積極的な実施を推進するため、行政、消費者団体、事業者など

のうち、地域の集まりで食の安全に関して話をする機会のある方を対象に、リス

ク分析や食品安全委員会の役割についての理解を深めていただき、コミュニケー

ション能力を高めていただくことを目的に、今年度から開始した事業です。 

本講座では、午前中に当委員会から食品の安全性確保のためのリスク分析の考

え方や食品安全委員会の取組等についての講演を行い、午後からはコミュニケー

ション能力を高めていただくため、ゲーミングシミュレーション※の演習を行いま

した。 

本講座に御参加いただいた皆様には、その成果をできる限り活かし、地域で活

動していただけることを期待しています。 

また、平成 19 年度においても本講座を引き続き実施するとともに、消費者、事

業者などさまざまな食品関係者の立場や主張を理解し、リスクコミュニケーショ

ンにおいて意見や論点を明確化し、地域において相互の意思疎通を円滑化する役

割を担う「リスクコミュニケーター」を育成するための講座を実施することとし

ております。今回いただいた御意見や参加された方のアンケート調査の結果等を

踏まえ、よりよい講座となるよう工夫してまいります。 

 

※ゲーミングシミュレーション： 

ゲームの参加者が、与えられた立場に立って参加者間で意見を交換しながら、

問題の解決策を考える手法。立場によって多様な考え方があることを実感するこ

とにより、コミュニケーション能力を高めることができる。 
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２．リスクコミュニケーション関係 

○ 食品違反事故の報道について 

大手菓子メーカーの違反事例等に関連した報道が数多くされているが、いたずらに

消費者の不安を煽るものであり、報道によって消費者の選択に誤りや誤解が生じてい

るように感じる。国は、テレビ･ラジオ報道がリスクコミュニケーションのツールの

一つになるよう、公正な内容になるよう指導をしてもらいたい。 
（広島県 女性 33歳 食品関係業務経験者） 

○ メディア情報検証システムについて 

消費者や視聴者を守るために、メディアなどから一方的に発信される食に関する情

報に含まれるリスクを無作為に抽出し、情報の真偽や危険度に関する検証を行うシス

テムを、食品安全委員会に構築してはどうでしょうか。 
（埼玉県 男性 43歳 食品関係業務経験者） 

○ 食品安全のテレビ番組を手がけてみては 

食品と健康、美容を組み合わせたテレビ番組があふれているが、内容の信憑性は万

全とは言いがたい。食品安全委員会が中心となり、食品の効果やリスクなどについて

正確で分かりやすい番組を制作してはどうでしょうか。 
（愛媛県 女性 39歳 医療・教育職経験者） 

○ 消費者や視聴者の信頼回復に向けて 

食品関連事業者の不祥事や遺伝子組換え米の混入疑い事例など次々と新事実が発

覚している。また、確かな情報を伝達するという重要な役目を担っているはずのテレ

ビ番組の食品健康情報のねつ造も大問題である。消費者や視聴者の信頼回復に向け

て、関係諸機関は広域にわたって連携を密にし、企業やマスメディアへの指導を徹底

していただきたい。 
（兵庫県 女性 70歳 医療・教育職経験者） 

【食品安全委員会からのコメント】 

食品の安全性に関する情報を伝える上で、マスメディアの果たす役割は大きい

ことから、当委員会では適宜プレスリリースを行い、積極的に情報を提供すると

ともに、マスメディアとの懇談会を定期的に開催するなどして、今後ともマスメ

ディア等に対し適切な情報発信等に努めてまいります。 

 

 

○ 食の安全情報の周知について 

食の安全に関する情報はインターネット上に数多く存在するが、一般の消費者がそ

の情報を探すことは難しい。もっと様々な情報発信の手段を検討することはできない

のだろうか。 
（愛知県 男性 35歳 食品関係業務経験者） 

【食品安全委員会からのコメント】 

食品安全委員会では、以下のとおり、様々な手段を通じ、幅広く適切な情報の

発信に努めております。 



 
- 4 -

まず、ホームページにおいて、委員会の取組やリスク評価結果、Q＆A など食品

の安全性に関する情報を随時掲載するとともに、これらの情報等をデータベース 

（食品安全総合情報システム：http://www.ifsis.fsc.go.jp/fsilv1/do/FSILogon） 

化し検索できるよう取り組んでおります。また、食品の安全性に関する他機関の

情報についてもリンクを掲載しております。 

さらに、週刊のメールマガジンによる委員会の活動などの情報の配信、食品の

安全性をわかりやすく解説した DVD（「気になるメチル水銀」等）や「季刊誌」、「用

語集」などを作成し、意見交換会などの様々な機会を通じて配布しているところ

です。 

このほか、相談窓口として、「食の安全ダイヤル」（03-5251-9220・9221）を設

置し、国民の皆様からの安全性に関する相談や問い合わせを受付けております。 

また、厚生労働省、農林水産省でも、食の安全に関する各種の情報を、ホーム

ページやパンフレット、メールマガジン、意見交換会などを通じて提供しており

ます。 

（厚生労働省「食品安全情報」のページ） 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/index.html 

（農林水産省「消費・安全」のページ） 

http://www.maff.go.jp/syohi.html 

（農林水産省メールマガジン「食品安全エクスプレス」登録ページ） 

http://www.maff.go.jp/mail/touroku.htm 

 

今後とも、これらの取組を通じて、食品安全委員会、厚生労働省及び農林水産

省が連携して、国民の皆様に適切な情報を発信できるよう引き続き努力してまい

ります。 

 

 

このほか、以下の意見があり、これらについても、関係行政機関にも回付しております。 

○ 大手菓子メーカーの不祥事で考えたこと 

大手菓子メーカーの杜撰な衛生管理が明らかにされるとともに、他の食品メーカー

についても問題が続々報告されている。食品メーカーに何か問題が起こった場合、食

品安全委員会として、ホームページや携帯電話のサイトに一覧にして随時報告しても

らえたら、多くの消費者が安心できると思います。 
（岡山県 女性 31歳 その他消費者一般） 

○ 「病気にならない生き方」を読んで 

「病気にならない生き方」という本を読んだ。医学的な知識や、栄養学的な知識が

不足している私たち消費者から見れば、本書に登場する食事や食べ物の選び方が最善

のように見えるのではないかと思う。消費者は、こうした書籍や新聞報道、TV 報道
に惑わされないようにしたいものである。結局はバランスが一番であることを消費者

が理解できるような報道や書籍が増えることを望む。 
（大阪府 女性 35歳 食品関係業務経験者） 



 
- 5 -

３．ＢＳＥ関係 

○ ＢＳＥとピッシングと畜について 

脊髄神経組織を破壊するピッシングを行うと畜は、異常プリオンたんぱく質集積の

可能性が高い危険部位を破壊し、牛体を汚染させるリスクを高める心配がある。可及

的速やかにピッシング方式を廃止するよう指導をお願いする。 
（福岡県 男性 76歳 その他消費者一般） 

【食品安全委員会からのコメント】 

ピッシング※については、その実施のために、と畜の際に頭部にできる穴（スタ

ンニング孔）などから脳・せき髄組織が流出し、食肉及びと畜場の施設等が汚染

される可能性や、脳・せき髄組織が血液を介して他の臓器に移行する可能性があ

るとの指摘がなされており、食品安全委員会が平成 17 年 5 月 6 日に取りまとめた

「我が国における牛海綿状脳症（BSE）対策に係る食品健康影響評価」においても、

食肉の安全性を確保する上で、「ピッシングの中止に向けて具体的な目標を設定

し、できる限り速やかに進める必要がある。」とされました。 

厚生労働省では、この評価結果に基づきピッシング廃止に向けて取り組んでい

るところであり、食品安全委員会としては、リスク評価結果に基づく施策の実施

状況について調査を行うとともに、その対応状況について、平成 18 年 1 月 12 日

及び 7 月 27 日、本年 1 月 11 日の委員会会合で報告を受けるなど、適宜、報告を

求めているところです。 

 

※と畜の際、スタンガン等で牛を失神させた後、牛の頭部にできる穴からワイヤ

状の器具を挿入してせき髄神経組織を破壊する作業。と畜作業を安全に行うこ

とができるよう、牛の反射運動を抑えるために行われる。 

 

【厚生労働省からのコメント】 

ピッシングについては、従来から食肉の安全性の確保と従事者の安全確保の両

立に配慮しつつ、廃止に向けて計画的に取り組んでいるところです。 

平成 17 年 4 月には、ピッシングが未だ中止されていないと畜場に対して、今後

3年間のと畜場ごとの対応方針の作成を要請しました。平成 18 年 10 月末時点にお

いて、牛を処理すると畜場 159 施設中、95 施設（60％）でピッシングが中止され

ており、残り 64 施設についても、平成 20 年度までに中止される予定です。 

厚生労働省としては、食品安全委員会の審議の経過も踏まえて、ピッシングの

廃止を含めた特定危険部位（SRM）管理の徹底について、今後も、都道府県等と連

携して適切に対応してまいります。 
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４．鳥インフルエンザ関係 

○ 鳥インフルエンザの防止策について 

鳥インフルエンザが日本で発生してから様々な防止策が実施されてきたはずであ

るが、いまだに発生している。現在の防止策は本当に十分なのだろうか。そして、国

や県などは、全ての鶏舎において確実に防止策がとられているか状況を調査し、結果

を公開しているのだろうか。 
（愛知県 男性 35歳 食品関係業務経験者） 

【農林水産省からのコメント】 

平成 16 年の山口県、大分県、京都府における発生をうけて農林水産省は、家畜

伝染病予防法の改正、高病原性鳥インフルエンザ防疫指針の公表、サーベイラン

スの強化等を行い、万が一の発生に備え、早期発見・早期通報の徹底と迅速かつ

的確な防疫措置を行うための体制を整備してきたところです。 

本年 1 月に、宮崎県、岡山県で高病原性鳥インフルエンザが発生しましたが、

早期の通報、発生農場における殺処分等の防疫措置が適切に実施され、3月 1 日を

もって全ての防疫措置が終了いたしました。 

なお、鳥インフルエンザ防止策としての養鶏農場の衛生管理については、各農

場において適切に行われていると考えておりますが、感染経路究明に関する議論

の中では、高病原性鳥インフルエンザ発生への防疫対策として①発生農場におけ

る消毒対策に加え、養鶏農場における②野鳥・野ネズミ等の侵入防止対策③飼料・

飲水の汚染防止対策等が重要と指摘されており、今後ともこれらの点にも留意し

つつ適確な防疫対応、発生予防が図られるよう指導してまいります。 

また、今回の発生に当たっては 1 月 14 日から 16 日までの間、全国の養鶏場の

緊急立入検査を行い、異常が無いことを確認し、その結果は農林水産省のホーム

ページを通して公表されており、消費者の皆様への正確な情報の提供を図ってい

るところです。 

国民の皆様には、御心配をおかけしますが、今後とも、国内における発生予防、

早期通報の徹底、消費者の皆様への正確な情報の提供、生産者への支援等の対応

に関し、都道府県及び関係府省とも十分連携しつつ万全を期するとともに、感染

経路の早期究明に努めてまいります。 

＜緊急立入調査等による飼養家きんの異常の有無の確認状況等について＞ 

http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070116press_6.html 
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５．器具・容器包装関係 

○ ペットボトル入り牛乳について 

牛乳の消費回復を目指すため、ペットボトル化した商品を流通させるという報告が

ありました。しかし、適切な条件下で管理されない限り十分に安全性が確保できない

牛乳を持ち運びが容易なペットボトルに入れることは、間接的に食中毒などの原因を

多く作る気がしてなりません。安全面で大丈夫なのか疑問に思います。 
（福岡県 女性 36歳 その他消費者一般） 

【食品安全委員会からのコメント】 

ポリエチレンテレフタレート（以下「PET」という。）を牛乳等の容器包装とし

て用いることについては、当委員会の器具・容器包装専門調査会において、PET

から重金属、触媒などが牛乳中に溶け出してこないか、長期保存試験を含めたさ

まざまな試験結果に基づいて評価を行い、当委員会において「容器に入った牛乳

等が適切な条件下で管理される限りにおいて、今回申請された PET は牛乳等に使

用しても十分な安全性を確保している」と判断しました。 

従って「適切な条件下で管理される限りにおいて」との記載は、PET を牛乳等に

使用した場合においても、既存の条件である「保存の方法の基準」（殺菌後直ち

に摂氏 10℃以下に冷却して保存すること。）が遵守されることを想定しておりま

す。 

また、御指摘の点については、国民からの意見・情報の募集においても同様の

指摘があったことから、評価書において「なお、牛乳等に PET 容器を使用する場

合においては、食中毒防止の観点による、微生物学的リスクなどを踏まえ、注意

喚起の表示等、適切な指導が必要であると考える。」旨を、追加して記載したと

ころです。 

消費者の皆様におかれましては、開封後の牛乳入りペットボトルについて、衛

生的観点からしっかりとした自己管理が必要です。 

 

【厚生労働省からのコメント】 

御指摘のとおり、購入後の牛乳を衛生的に取扱うためには、冷蔵保管を行うこ

とや開封後は速やかに消費すること等、適切な条件下で管理されることが重要で

す。厚生労働省としては、食品安全委員会によるリスク評価の結果を受け、薬事・

食品衛生審議会でも御議論いただいた結果、牛乳等にポリエチレンテレフタレー

ト容器を使用する場合には、開栓後の再密栓が可能であることを想定し、再密栓

された牛乳の携行等に伴う微生物学的リスクを未然に防止するため、消費者に対

し、開栓後は携行せず又速やかに飲み切る等の適切な衛生的取扱いに関する情報

提供を行うことが重要であると考えています。 
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６．化学物質関係 

○ トランス脂肪酸について 

トランス脂肪酸について、マスコミの説明は誇張した表現となっているものが目立

ち、消費者の不安を煽ることが多いと思われる。食品安全委員会ではファクトシート

を作成して公表しているが、収集データに基づく事実の公表と、バランスよく食事を

する大切さを訴える啓蒙活動を今後も継続していく必要がある。 
（埼玉県 男性 55歳 食品関係業務経験者） 

【食品安全委員会からのコメント】 

現在、食品安全委員会では、食品中に含まれるトランス脂肪酸について、ファ

クトシートを作成して、その基本的な科学的知見を取りまとめて公表しています。 

 http://www.fsc.go.jp/sonota/54kai-factsheets-trans.pdf 

その中で、 

①トランス脂肪酸は、マーガリンやショートニングなど加工油脂や、これらを原

料として製造される食品のほか反すう動物の肉や脂肪中などに含まれる脂肪酸

の一種であり、その摂取量が増えると悪玉コレステロール濃度の上昇、善玉コ

レステロール濃度の低下など動脈硬化症の危機性が増加すると報告されていま

す。 

②食事、栄養および慢性疾患予防に関するWHO/FAO合同専門家会合の報告書では、

心臓血管系の健康増進のため、食事からのトランス脂肪酸の摂取を極めて低く

抑えるべきであり、実際にはトランス脂肪酸の摂取量は、最大でも一日当たり

の総エネルギー摂取量の 1％未満とするよう勧告しています。 

③日本では、硬化油、乳、乳製品、肉、バター、精製植物油の摂取量を考慮して

推計したものによると、トランス脂肪酸の摂取量は、一日当たり平均 1.56g と

なっており、摂取エネルギーの 0.7％に相当するとみられています。 

したがって、トランス脂肪酸の摂取による健康への影響は小さいと考えられる、

と整理しているところです。 

 

しかしながら、トランス脂肪酸の食品中の含有量及び摂取量の把握といった基

礎的な調査が少ないことから、現在の日本人のトランス脂肪酸の摂取量を把握す

るため、マーガリン類及びショートニング等の食品におけるトランス脂肪酸含有

量に関するデータ収集調査を行っているところです。今後とも、健康リスクの情

報も含めた科学的知見を収集し、必要に応じてファクトシートを改訂し公表する

など、情報提供に努めてまいります。 

 

【厚生労働省からのコメント】 

トランス脂肪酸は、マーガリンやショートニングなどの加工油脂や、これらを

原料として製造される食品のほか、自然界では牛などの反芻動物の脂肪や肉など

に含まれる脂肪酸の一種であり、大量に摂取することで、動脈硬化などによる心

臓疾患のリスクを高めるとの報告があり、また、飽和脂肪酸と同じように、トラ

ンス脂肪酸の摂取と心臓疾患のリスク増大には相関関係がある可能性が指摘され
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ています。しかし、現在の日本人の食生活では、トランス脂肪酸の摂取量は少な

く、平成 16 年 7 月に食品安全委員会において健康への影響は小さい旨、評価され

ております。脂肪は三大栄養素の中で単位当たり最も大きなエネルギー供給源で

脂溶性ビタミンの溶媒になる大切な栄養素ですが、偏った食生活、特に脂肪につ

いては、「食生活指針」や「健康日本２１」で謳っているように、トランス脂肪酸

のみでなく、脂肪全体量のとりすぎに注意が必要で、動物、植物、魚由来の脂肪

をバランスよくとることが大切です。トランス脂肪酸については今後とも、食品

安全委員会やコーデックス等※の動向について注視してまいります。 

 

※ 国連食糧農業機関（FAO）と世界保健機構（WHO）によって 1962 年に設立され

た国際政府間組織。主な目的は、消費者の健康の保護と公正な食品貿易の保証

であり、食品の国際規格などを作成。 



 
- 10 -

７．食品衛生管理関係 

○ 大手菓子メーカーの食品衛生について 

現在、大きな社会問題となっている大手菓子メーカーのずさんな衛生管理に、ショ

ックを受けました。このような事件の再発防止のためにも、厳しい行政処分や監視強

化が必要ではないでしょうか。 
（奈良県 男性 46歳 医療・教育職経験者） 

○ 大手菓子メーカーの製品安全偽装問題について 

大手菓子メーカーが組織ぐるみでプリン、シュークリームを 1～2 日消費期限を延
ばして出荷するなど、製品の安全偽装を行っていたことを認めた。食品製造の基本で

ある製品の衛生管理を軽視した大手菓子メーカーに対し、再発防止と消費者の安全確

保のためにも、行政機関の厳正なる処分を望む。 
（福岡県 男性 55歳 食品関係業務経験者） 

○ 消費期限切れ原料使用の菓子類製造の不安 

食品関連事業者のリスク無視の実態が発覚した。大手菓子メーカーの消費期限切れ

の原料使用による菓子類はなぜ製造販売されたのだろうか、消費者にとって大きな不

安材料になっている。国においては、各都道府県と食品製造事業者などに対し、食品

安全のための関係法規などの遵守に厳しく取り組むべきである。 
（宮崎県 男性 71歳 その他消費者一般） 

○ 食品を安心して食べることができる衛生管理・品質管理 

大手菓子メーカーのずさんな製品管理が相次いで明らかになっている。大手乳業メ

ーカーの時のような被害者を出さないためにも、メーカーは、消費者が食品を安心し

て食べることができるよう、衛生管理・品質管理を徹底してほしい。 
（鳥取県 女性 49歳 食品関係業務経験者） 

○ 大手菓子メーカー消費期限切れ原料の使用について 

大手菓子メーカーが消費期限切れ原料を使用していたことは、大変残念なことであ

る。このようなことが起きてしまったのは、企業が成果主義になり過ぎて、経営者の

モラルが低下したことが原因なのではないでしょうか。 
（愛知県 女性 24歳 その他消費者一般） 

○ 食品の安全について 

食品の安全とは何なのか。今、日本は根幹を揺るがす状態に陥っていると考える。

今回の大手菓子メーカーの不祥事は、食の安全を無視している。真摯に信用を積み上

げているメーカーが多数ある中、残念でならない。 
（福岡県 女性 40歳 その他消費者一般） 

【厚生労働省からのコメント】 

大手菓子メーカーにおいて、不適切な衛生管理が継続的に行われていた件につ

いては、関係自治体による調査の結果、消費期限表示の不備等について食品衛生

法違反として改善等の行政指導が行われたところです。 

厚生労働省では、関係業界団体に対し、同様の事例の再発防止のため、食品等

事業者の責務を再度周知徹底するとともに、都道府県等に対し、今回の事例を踏
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まえた広域流通食品の製造・販売等を行う食品等事業者に対する指導事項及び監

視指導の際の重点監視事項等について通知したところです。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/ind

ex.html 

（「１３．広域流通食品の製造に係る衛生管理の徹底について」を御覧下さい。） 

 

【農林水産省からのコメント】 

大手菓子メーカーが期限切れ原料を使用し販売していたこと等を公表したこと

を受け、農林水産省では、情報公開の推進、法令遵守等について要請を行うとと

もに、関係団体を通じて、会員食品企業に対して、法令遵守及び社会倫理に適合

した行動のより一層の徹底等について要請を行ったところです。 

また、社内基準を 1～2日越える消費期限を表示していたことについては、厳重

注意を行い、全食品についての不適正な表示の点検・是正、全役員及び従業員に

対する品質表示制度の啓発などを求めました。 

農林水産省としては、今後も、消費者の信頼確保に向け、業界団体等に対し、

適切な指導を行ってまいります。 

 

 

○ 輸入食品の検疫と国産食品安全確認の現実 

輸入食品の食品衛生法違反事例がホームページに公表されるようになって久しい。

しかし、輸入食品に比べて国産食品に対するチェック規制・安全確認体制は甘いと言

わざるを得ない。国産品にももっとしっかりした規制を設け、国産品が本当に安全で

安心だと一般消費者に周知徹底させることが急務と考える。 
（兵庫県 男性 60歳 食品関係業務経験者） 

【厚生労働省からのコメント】 

国産食品については、食品衛生法に基づき、各都道府県等において、毎年、地

域の特性、実情等に応じて住民の意見を踏まえ、食品衛生監視指導計画を策定し

ており、これに基づいて、食品等事業者に対する監視指導、流通食品の収去検査

等を実施しています。また、これらの結果については、各都道府県等においてホ

ームページ等により公表されています。 

 

 

 

このほか、以下の意見があり、これらについても、関係行政機関にも回付しております。 

○ 「食品加工衛生管理研修会」に参加して 

「食品加工衛生管理研修会」に参加した。この研修会の参加者の大半は、地元の水

産加工業者であったが、大手菓子メーカーの問題がある今、食品の安全や安心に関し

て一般消費者の関心は大きくなっており、このような地道な啓蒙活動が大事であると

思われる。 
（北海道 男性 65歳 食品関係業務経験者） 



 
- 12 -

○ 生レバ刺しを食べたいが 

沖縄では牛の生レバ刺しは、食肉店でもインターネット上でも購入は難しく、外食

店でのカンピロバクター食中毒の発生も見られる。ギランバレー症候群との関連も不

安である。県内に供給できる食肉センターもない。安全に生レバ刺しを食べられるよ

うにお願いしたい。 
（沖縄県 女性 46歳 食品関係業務経験者） 

○ 粉乳混入 

原材料に含まれていない粉乳が製品のアメに含まれていたとして自主回収を行っ

たとの報道を耳にし、アレルギー性のある原材料の扱いをもっと厳しく行ってほしい

と感じた。行政にも指導を徹底して行ってほしい。 
（和歌山県 女性 31歳 食品関係業務経験者） 

○ スーパーで作られる惣菜について 

スーパーで作られる惣菜は、消費期限ぎりぎりの野菜や肉を使って調理し、加工し

直されるものが多いと聞く。食品は安心で安全であることが大切だと思う。第三者か

らの調査報告がされることが望ましく、問題があるものについては随時公表し、消費

者に知らせる体制を作ってほしい。 
（岡山県 女性 31歳 その他消費者一般） 
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８．食品表示関係 

○ 外食での食品表示 

飲食店で食事する際に、原材料の表示がなく不安になることがあります。特に食品

添加物の使用は、表示を推奨するべきではないでしょうか。消費者としては外食時も

表示を確認したいものです。 
（徳島県 女性 23歳 その他消費者一般） 

【厚生労働省からのコメント】 

食品衛生法に基づく食品の表示は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止

する観点から、容器包装に入れられた食品を対象に義務付けているところです。 

他方、飲食店において対面で提供される食品については、消費者の求めに応じ

調理・販売され、その際に従業員による説明が可能であることから、表示を義務

付けていないところです。 

なお、健康危害の防止のために、アレルギー表示については、食品の表示を義

務付けていない飲食店等において品書き等を通じ、アレルギー疾患を有する者に

対する情報提供を充実させるための自主的な取組を講ずるよう指導しているとこ

ろです。 

 

○ わかりやすい加工食品の表示方法について 

加工食品を中心とした食生活に変わりつつある現在、加工食品の表示について 2つ
の提案をしたい。①高齢者もわかるぐらいの字の大きさでの表示を検討してほしい。 

②輸入品については、日本語による表示が義務化されるべきである。 
（愛媛県 男性 68歳 食品関係業務経験者） 

【厚生労働省及び農林水産省からのコメント】 

加工食品の表示方法については、食品衛生法に基づく食品衛生法施行規則及び

通知及び JAS 法に基づく加工食品品質表示基準により定められています。 

①文字の大きさについては、日本工業規格 Z8305（1962）に規定する 8ポイント以

上の文字を使用することになっており、食品容量の大きさや形状を踏まえて、

消費者の方にわかりやすいように、大きな文字で表示する等の工夫をすること

も可能です。 

②表示は、日本語で行うこととなっており、輸入品であっても、食品衛生法及び

JAS 法に基づき定められた表示事項である「名称」、「期限表示」等については、

日本語で表示する必要があります。 

 

このほか、以下の意見があり、これらについても、関係行政機関にも回付しております。 

○ 「乳」の表示義務 

北海道の菓子メーカーで、洋菓子の中に、アレルギー物質として表示が義務付けら

れている「乳」が原料に微量混入している可能性があることが判明し、自主回収をす

ると新聞記事で読んだ。メーカーはアレルギー物質の表示にもっと慎重に対応してほ

しい。また、行政にも厳しく指導してほしいと思う。 
（和歌山県 女性 31歳 食品関係業務経験者） 
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９．その他 

○ 体細胞クローン牛をあなたは食べますか 

米食品医療薬品局は、体細胞クローン技術を使って誕生した牛・豚・ヤギについて、

その子孫を含めて肉や乳製品を飲食しても安全上の問題はないとする報告を発表し

た。人が食品として飲食した時、本当に安全なのかどうか疑問である。人体に及ぼす

影響が判明するには時間がかかる。安全性の問題が子孫の代に持ち越されることはな

いのだろうか。 
（新潟県 女性 56歳 医療・教育職経験者） 

○ 体細胞クローン動物について 

米国で体細胞クローン牛等の安全宣言がなされ、表示の必要はないとした。今後、

通常の食肉と同様に輸出される可能性もある。体細胞クローン牛の安全性について、

科学的見地に基づく説明や紹介をお願いしたい。また、安心のために、体細胞クロー

ン牛の表示について検討していただきたい。 
（沖縄県 女性 46歳 食品関係業務経験者） 

【食品安全委員会からのコメント】 

米国食品医薬品庁は、平成 18 年 12 月 28 日、体細胞クローン技術を使用した牛

等の肉や生乳は食用として安全との暫定報告書を取りまとめ、今後 90 日間、一般

からの意見聴取を行った上で、食品として販売を許可するか否かについて決定す

ることを公表しています。 

一方、我が国においては、体細胞クローン牛の肉や生乳については、農林水産

省からの通知により、現在、出荷の自粛が行われているところです。 

 また、体細胞クローン牛の肉や生乳の安全性については、平成 15 年に厚生労働

省の研究班が「安全性が損なわれていることは考えがたいが、新しい技術である

ことを踏まえ、慎重な配慮が必要」と報告されています。現在、農林水産省等の

試験研究機関において体細胞クローン牛から生まれた仔牛の安全性に関する研究

調査が行われているところです。 

今後とも、米国での動向や厚生労働省及び農林水産省等によるクローン技術を

使用した食品の安全性に関する研究の結果を注視したいと考えております。 

 

 

○ 健康食品の安全性の確保の検討会（厚生労働省）の設置について 

健康食品の安全性をどう確保するかについて検討を行う有識者会議が平成 19 年 4
月に設置されると聞いた。平成 20 年から生活習慣病の予防に着目した特定健診・保
健指導が実施される。これまで以上に、健康食品がクローズアップされることと思わ

れる。その際の健康食品の取扱いの指標となりうるためにも、確かな現状認識とリス

ク把握が望まれる。 
（京都府 女性 35歳 医療・教育職経験者） 

【厚生労働省からのコメント】 

厚生労働省では、平成 19 年度より「健康食品」の安全性確保に関する検討会を

開催し、錠剤・カプセル状等特殊な形態のものがあることから一般の食品とは異
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なる対応が求められる場合がある、いわゆる「健康食品」の安全性確保について

検討することとしています。この検討結果を踏まえて、所要の措置を講ずること

としています。 

 

 

○ 「純金入り」食品の安全性について 

高級感を出すために、食品の中に「金」を混入させているものを見かけるが、体内

に取り込まれた金の成分は栄養となるのであろうか。また、老廃物として体内から出

ることはできるのであろうか。 
（愛媛県 女性 39歳 医療・教育職経験者） 

【厚生労働省からのコメント】 

食品に使用される金箔や金粉は、体内に吸収されて栄養素として働くとは一般

的に考えられておりません。金箔や金粉は古くから食品に使用されてきたもので

あり、その長い食経験から、既存添加物として使用が認められております。 

 

 

このほか、以下の意見があり、これらについても、関係行政機関にも回付しております。 

○ 食の安全に関する消費者教育の必要性について 

食の安全の実現のためには、行政･企業・報道・消費者などが協力しあうことが不

可欠ですが、そのリーダーシップをとるのは誰なのかはっきり決まっていません。食

に関する消費者教育を行う独立した機関が必要ではないでしょうか。 
（三重県 女性 42歳 その他消費者一般） 

○ 食育について 

子どもへの食育は大切だが、今一度、考えなければならないのは大人の方だと思い

ます。納豆に関するデータのねつ造はひどいことだと思いますが、もっと恐ろしいの

はすぐに踊らされてしまう消費者のほうです。正しい食生活を見直して、健康情報に

踊らされない目を養わなければならないと思います。 
（群馬県 女性 31歳 その他消費者一般） 

○ テレビ放送での食品の安全性について 

納豆ダイエットに関するテレビ番組が問題になっているが、事前に国によって、チ

ェックなどができないのでしょうか。また、食品のラベルに、賞味期限や食品添加物

等といっしょに、一日に必要な上限の量を表示していただけたらいいと思います。 
（大阪府 女性 68歳 食品関係業務経験者） 
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食品安全モニターからの報告（平成１９年３月分）について 

食品安全モニターから３月中に、５２件の報告がありました。 

 
     報告内容 

       ＜意見等＞ 

・ 食品安全委員会活動一般関係       ２件 

・ リスクコミュニケーション関係      ３件 

・ ＢＳＥ関係               ４件 

・ 鳥インフルエンザ関係          １件 

・ 食品添加物関係             １件 

・ 器具･容器包装関係            ２件 

・ 化学物質関係              ２件 

・ 微生物・ウイルス関係          ３件 

・ 遺伝子組換え食品等関係         １件 

・ 新開発食品関係             １件 

・ 食品衛生管理関係            ９件 

・ 食品表示関係              ６件 

・ その他                １６件 

       ＜情報提供＞                 １件 

 

（注）複数の分野に関係する報告については、便宜上いずれかの 

分野に分類した。 

 

報告された意見等については、以下のとおりです。 

リスク管理機関に関わる意見等につきましては、関係行政機関に送付し、広く食

品の安全性の確保に関する施策の参考に供することとしています。 

なお、以下では、食品安全委員会に関する意見等についてコメントを掲載すると

ともに、併せて、リスク管理機関に関わる意見等についても、関係行政機関からコ

メントがありましたので掲載しております。 

 

凡例）食品安全モニターの職務経験区分： 

○食品関係業務経験者 

・現在もしくは過去において、食品の生産、加工、流通、販売等に関する職業（飲食物調

理従事者、会社・団体等役員などを含む）に就いた経験を 5年以上有している方 

・過去に食品の安全に関する行政に従事した経験を 5年以上有している方 

○食品関係研究職経験者 

・現在もしくは過去において、試験研究機関（民間の試験研究機関を含む）、大学等で食

品の研究に関する専門的な職業に就いた経験を 5年以上有している方 

○医療・教育職経験者 

・現在もしくは過去において、医療・教育に関する職業（医師、獣医師、薬剤師、看護師、

小中高校教師等）に就いた経験を5年以上有している方 

○その他消費者一般  

・上記の項目に該当しない方 
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１．食品安全委員会活動一般関係 

○ 地域の指導者育成講座について 

先日、地元で指導者育成講座が開催されたので参加させてもらったが、内容的には

もの足りなさを感じた。特に午後の演習は、もっと充実した内容を期待していたので、

残念だった。今後の講座のレベルアップに期待したい。 
（愛知県 男性 35歳 食品関係業務経験者） 

【食品安全委員会からのコメント】 

本講座は、食品安全委員会が食品の安全性に関して、地域におけるリスクコミ

ュニケーションの積極的な実施を推進するため、平成１８年度から開始した事業

です。行政、消費者団体、事業者などのうち、地域の集まりで食の安全に関して

話をする機会のある方を対象に、リスク分析や食品安全委員会の役割についての

理解を深めていただき、コミュニケーション能力を高めていただくことを目的と

しています。 

平成１９年度に向けての改善策については、講座終了後に実施したアンケート

調査の結果を分析し、平成１９年３月２０日に開催されたリスクコミュニケーシ

ョン専門調査会において、審議を行いました。また、今後の具体的な運営方法に

ついては、ご指摘も踏まえ、地方公共団体等とも十分相談して改善を図ってまい

ります。 

なお、平成１９年度には、このほかに、消費者、事業者などさまざまな食品関

係者の立場や主張を理解し、リスクコミュニケーションにおいて意見や論点を明

確化し、地域において相互の意思疎通を円滑化する役割を担う「リスクコミュニ

ケーター」を育成するための講座を実施することとしております。 

 

 

このほか、以下の意見がありました。 

○ 公開されている情報の扱いについて 

先日参加した講演会で、講師の方が「vCJD に感染しやすい遺伝子を日本人の 90%
が持っている。日本人が BSE対策を徹底する主な理由はこの事実に基づいている」と
いう趣旨の発言をされた。私はそのことを知らなかったため非常に驚いたが、過去に

食品安全委員会で主催した意見交換会の配布資料の中にも同様の掲載があった。少な

くとも、食品安全モニターの皆さんには、公開されている資料を読む際の注意事項と

して、すべての資料を読むように心がけていただきたいと思う。 
（大阪府 女性 35 歳 食品関係業務経験者） 
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２．リスクコミュニケーション 

○ 「食品の安全性に関する用語集」等について 

メディアから報じられている情報の中には、食品の安全に関して間違った専門用語

が使用されていることがある。報道には用語を正確に使用する責任があるが、そのル

ールブックとなると思われる用語集の役割は大きい。 
（神奈川県 男性 52歳 食品関係業務経験者） 

○ 食品安全委員会のホームページを見て 

いつも食品安全委員会のホームページを興味深く拝見させていただいております。

キッズボックスのさらなる充実をはじめ、ますます中身の濃い、専門家にも一般向け

にも対応できる作りを期待します。 
（愛知県 女性 41歳 その他消費者一般） 

○ 食品安全委員会メールマガジン「委員随想」について 

食品安全委員会のメールマガジン第 39号の「委員随想」の記事は、今までにない委
員の本音が書かれ、なかなか読み応えのある内容でした。今後もこういった委員の本

音をもっと記事として紹介していただきたいと思います。 
（埼玉県 男性 43 歳 食品関係業務経験者） 

【食品安全委員会からのコメント】 

食品安全委員会では、食品の安全性や当委員会の取組などについて、国民の皆

様に知識と理解を深めていただくため、ホームページにおいて迅速な情報提供を

行っています。また、季刊誌やパンフレットの発行や、週１回メールマガジンを

配信するなど様々な媒体や機会を通じて、正確な情報の提供に努めています。 

さらに、関係者の理解を助けるための基礎的な資料として、食品の安全性に関

する基本的な用語などを解説した「食品の安全性に関する用語集」を作成し、ホ

ームページにも掲載しています。また、メールマガジンにおいても、農薬や添加

物などの物質名や、リスク評価などに使用する用語について分かりやすい解説に

努めています。 

今後とも様々な媒体や機会を通じて正確でわかりやすい情報の提供に努めてま

いります。 
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３．ＢＳＥ関係 

○ ＢＳＥのリスク情報を公開してほしい 

米農務省は、米国産牛肉が、OIEが定める「BSEのリスクが管理され、月齢を問わ
ずに自由に貿易できる牛肉の区分」に認められることが内定したと発表したと新聞で

読んだ。米国は、日本に対して月齢撤廃圧力を一段と強めてくるだろうが、消費者が

納得できるよう情報の公開をお願いしたい。 
（新潟県 男性 63歳 医療・教育職経験者） 

○ 米国産牛肉の輸入制限について 

米農務省が、米国産牛肉が国際獣疫事務局が定める「BSEのリスクが管理され、月
齢を問わず自由に貿易ができる牛肉」の区分に内定したと発表した。これにより、日

本へのさらなる圧力があると思われるので、冷静に対応してほしいと思う。 
（愛知県 女性 41歳 その他消費者一般） 

【厚生労働省及び農林水産省からのコメント】 

現在、米国から日本へ輸入される牛肉の輸入条件は、食品安全委員会のリスク

評価の結果を受け、日米間で合意されたものです。従って、仮に国際獣疫事務局

（ＯＩＥ）による米国のリスク評価が決定したとしても、輸入条件の見直しにつ

いては、食品安全委員会のリスク評価が必要であり、直ちに米国産牛肉の輸入条

件が変更されることはないと考えております。 

いずれにしましても、消費者の皆様の食の安全を大前提に、関係省庁と連携し

て適切に対応しつつ、国民の皆様には、報道機関やホームページ等を通じて正確

かつ迅速な情報の提供を心がけてまいります。 

 

 

○ 米国産牛肉の輸入条件違反について 

新聞などの報道によると、米国産牛肉の輸入が再々開後、2 例目の輸入条件違反が
発生したようである。米国政府発行の衛生証明書が添付されていないバラ肉を誤って

日本に出荷していた。BSEのリスク認識が完全でないと思う。 
（宮崎県 男性 71歳 その他消費者一般） 

○ 米国産輸入牛肉の胸腺混入について 

米国産牛肉の混載事例に際して特定危険部位ではないにもかかわらず、胸腺の輸入

が認められなかった理由はなぜなのでしょうか。「輸入が認められない＝危険性があ

る」と、一般消費者は理解してしまいがちです。そして、他にも、特定危険部位には

当たらないが輸入が認められていない部位というものがあるのか、疑問に思うと思い

ます。こうした誤解が生じないよう、丁寧な説明が必要です。あるならその理由が知

りたいです。 
（大阪府 女性 38歳 その他消費者一般） 

【厚生労働省及び農林水産省からのコメント】 

米国産牛肉については、昨年７月の輸入手続再開以降、米国側の輸出プログラム

の遵守状況を検証するため、 
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① 日本側による定期的な現地査察の実施、 

② 米国側の抜き打ち査察への同行、 

③ 輸入業者の協力を得て、全箱開梱し特定危険部位が含まれていないこと等の輸

入時の検査の強化 

を実施しています。 

 なお、昨年１１月８日に公表した胸腺の混載事例については、胸腺は特定危険部

位ではありませんが、当該施設から日本向けに輸出が認められている品目でなかっ

たことから、輸入が認められなかったものです。 

また、これまでの輸入条件違反事例の牛肉等は国内で流通していません。 

今後とも、米国産牛肉問題を含めたＢＳＥ対策については、米国政府に対して対

日輸出条件の遵守を求めるとともに、国民の皆様に対して、今後ともホームページ

等を通じた情報提供を行い、食の安全・消費者の信頼を確保する観点から適切に対

応してまいりたいと考えております。 

 

 

４．鳥インフルエンザ関係 

○ 熊本県で発見されたクマタカの鳥インフルエンザウイルスについて 

熊本県にて野生のクマタカより H5N1 型の鳥インフルエンザウイルスが検出され
た。捕食した鳥の他、ネズミなどの身近な小動物からも感染した疑いがあるそうなの

で、心配だ。 
（愛知県 女性 41歳 その他消費者一般） 

【農林水産省からのコメント】 

鳥インフルエンザの発生及びまん延を防ぐため、現在、環境省とともに感染経

路の早期究明を進め、都道府県を通じ、感染経路と疑われる野鳥やネズミなどの

侵入対策や衛生管理の点検を指導しております。 

１９年１月の岡山・宮崎の例では、養鶏業者からの早期通報がなされ、両県関

係者による防疫措置が迅速かつ的確に実施されたことから、国内のまん延を防ぐ

ことができました。 

今後とも鳥インフルエンザの発生及びまん延を防ぐため、対策、指導を行うと

ともに、養鶏業者に対して早期発見、早期通報を徹底してまいります。 

 

【環境省からのコメント】 

環境省では、当該クマタカの発見地周辺において、カモ類の糞を採取するとと

もに小型哺乳類を捕獲し、ウイルスの保有状況を検査しました。その結果、全て

の検体において高病原性鳥インフルエンザウイルスは確認されませんでした。 

引き続き、本年度も全国を対象に渡り鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルス

保有状況のモニタリングを実施することとしています。 

なお、鳥インフルエンザのウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な

場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。 

日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていた
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だければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いいたしま

す。 

 

 

５．食品添加物関係 

○ 輸入レモンの安全性について 

輸入レモンを購入してから５ヶ月近く冷蔵庫で保管しているが、全く変わりがな

い。防かび剤の影響ではないだろうか。このようなレモンを消費しても大丈夫なのだ

ろうか。安全性は確保されているのだろうか。 
（奈良県 女性 43歳 その他消費者一般） 

【厚生労働省からのコメント】 

防かび剤などの食品添加物は、食品の製造の過程において、加工又は保存の目

的で食品に意図的に加えられ、食品とともに人が摂取するものであり、安全性が

十分確認されたものであることが必要です。このため、食品衛生法に基づき、人

の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が定めた食品添加物以外は、

原則として使用することができません。 

また、輸入時において、定められた基準値が遵守されていることを確認するた

め、モニタリング検査を実施しており、平成１８年には、輸入生鮮レモンの 2.4％

に当たる 131 件の検査を実施し、違反は見つかっていません。 

 

 

６．器具・容器包装関係 

○ 包装用アルミ箔の安全性について 

ひと口サイズのチーズ等の包装に使用されているアルミ箔は古くなると穴が開い

た状態になる。アルミが食品に溶け出して、体に悪影響を及ぼすのではないかと心配

である。 
（大阪府 女性 48歳 その他消費者一般） 

【厚生労働省からのコメント】 

極端な酸性またはアルカリ性の条件下では、アルミニウムが溶出する可能性が

ありますが、チーズ製品についてアルミニウムが溶出することを示唆する知見は

承知しておりません。仮に、アルミニウム箔が溶出したとしても、その量は、国

際的な評価機関が設定した許容摂取量に比べて、直ちに問題となる量ではないと

考えられます。 
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○ ＰＥＴボトル容器での牛乳販売について 

PETボトルでの牛乳販売がされると、牛乳を清涼飲料水同様に持ち歩き、口をつけ
て飲むことが考えられるが、微生物増加、食中毒の観点から危険なことだと思う。そ

れらの危険性を考慮し、流通業者・消費者にきちんと情報提供する必要があると思う。 
（東京都 女性 28 歳 食品関係業務経験者） 

【食品安全委員会からのコメント】 

ポリエチレンテレフタレート（以下「PET」という。）を牛乳等の容器包装とし

て用いることについては、当委員会の器具・容器包装専門調査会において、PET

から重金属、触媒などが牛乳中に溶け出してこないか、長期保存試験を含めたさ

まざまな試験結果に基づいて評価を行い、当委員会において「容器に入った牛乳

等が適切な条件下で管理される限りにおいて、今回申請された PET は牛乳等に使

用しても十分な安全性を確保している」と判断しました。 

従って「適切な条件下で管理される限りにおいて」との記載は、PET を牛乳等に

使用した場合においても、既存の条件である「保存の方法の基準」（殺菌後直ち

に摂氏 10℃以下に冷却して保存すること。）が遵守されることを想定しておりま

す。 

また、御指摘の点については、国民からの意見・情報の募集においても同様の

指摘があったことから、評価書において「なお、牛乳等に PET 容器を使用する場

合においては、食中毒防止の観点による、微生物学的リスクなどを踏まえ、注意

喚起の表示等、適切な指導が必要であると考える。」旨を、追加して記載したと

ころです。 

消費者の皆様におかれましては、開封後の牛乳入りペットボトルについて、衛

生的観点からしっかりとした自己管理が必要です。 

 

【厚生労働省からのコメント】 

御指摘のとおり、購入後の牛乳を衛生的に取扱うためには、冷蔵保管を行うこ

とや開封後は速やかに消費すること等、適切な条件下で管理されることが重要で

す。厚生労働省としては、食品安全委員会によるリスク評価の結果を受け、薬事・

食品衛生審議会でも御議論いただいた結果、牛乳等にポリエチレンテレフタレー

ト容器を使用する場合には、開栓後の再密栓が可能であることを想定し、再密栓

された牛乳の携行等に伴う微生物学的リスクを未然に防止するため、消費者に対

し、開栓後は携行せず又速やかに飲み切る等の適切な衛生的取扱いに関する情報

提供を行うことが重要であると考えています。 
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７．化学物質関係 

○ トランス脂肪酸の摂りすぎに注意。バランスの良い食生活を 

トランス脂肪酸の摂りすぎは、血中の善玉コレステロールを減少させ、動脈硬化な

どの心臓疾患の危険性を高める可能性がある。食生活の欧米化が進み、トランス脂肪

酸の摂取量が多くなることが否定できない。バランスの良い食生活を心がけることが

大切である。 
（茨城県 女性 51歳 その他消費者一般） 

○ トランス脂肪酸の任意表示について 

トランス脂肪酸を含む加工食品については「トランス脂肪酸量の表示」あるいは「ト

ランス脂肪酸の摂りすぎに注意しましょう」との任意表示を推奨し、心臓血管系の健

康増進と消費者の安全・安心な食品選択に資することが望まれます。 
（東京都 男性 70歳 その他消費者一般） 

【食品安全委員会からのコメント】 

現在、食品安全委員会では、食品中に含まれるトランス脂肪酸について、ファ

クトシートを作成して、その基本的な科学的知見を取りまとめて公表しています。 

 http://www.fsc.go.jp/sonota/54kai-factsheets-trans.pdf 

その中で、 

①トランス脂肪酸は、マーガリンやショートニングなど加工油脂や、これらを原

料として製造される食品のほか反すう動物の肉や脂肪中などに含まれる脂肪酸

の一種であり、その摂取量が増えると悪玉コレステロール濃度の上昇、善玉コ

レステロール濃度の低下など動脈硬化症の危機性が増加すると報告されていま

す。 

②食事、栄養および慢性疾患予防に関するWHO/FAO合同専門家会合の報告書では、

心臓血管系の健康増進のため、食事からのトランス脂肪酸の摂取を極めて低く

抑えるべきであり、実際にはトランス脂肪酸の摂取量は、最大でも一日当たり

の総エネルギー摂取量の 1％未満とするよう勧告しています。 

③日本では、硬化油、乳、乳製品、肉、バター、精製植物油の摂取量を考慮して

推計したものによると、トランス脂肪酸の摂取量は、一日当たり平均 1.56g と

なっており、摂取エネルギーの 0.7％に相当するとみられています。 

したがって、トランス脂肪酸の摂取による健康への影響は小さいと考えられる、

と整理しているところです。 

しかしながら、トランス脂肪酸の食品中の含有量及び摂取量の把握といった基

礎的な調査が少ないことから、現在の日本人のトランス脂肪酸の摂取量を把握す

るため、マーガリン類及びショートニング等の食品におけるトランス脂肪酸含有

量に関するデータ収集調査を行ったところです。今後とも、健康リスクの情報も

含めた科学的知見を収集し、必要に応じてファクトシートを改訂し公表するなど、

情報提供に努めてまいります。 
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【厚生労働省からのコメント】 

トランス脂肪酸は、マーガリンやショートニングなどの加工油脂や、これらを

原料として製造される食品のほか、自然界においての牛などの反芻動物の脂肪や

肉などに含まれる脂肪酸の一種であり、大量に摂取することで、動脈硬化などに

よる心臓疾患のリスクを高めるとの報告があり、また、飽和脂肪酸と同じように、

トランス脂肪酸の摂取と心臓疾患のリスク増大には相関関係がある可能性が指摘

されています。しかし、現在の日本人の食生活では、トランス脂肪酸の摂取量は

少なく、平成１６年７月に食品安全委員会において健康への影響は小さい旨、評

価されております。脂肪は三大栄養素の中で単位当たり最も大きなエネルギー供

給源で脂溶性ビタミンの溶媒になる大切な栄養素ですが、偏った食生活、特に脂

肪については、「食生活指針」や「健康日本２１」で謳っているように、トランス

脂肪酸のみでなく、脂肪全体量のとりすぎに注意が必要で、動物、植物、魚由来

の脂肪をバランスよくとることが大切です。 

 

 

８．微生物・ウイルス関係 

○ 二次感染を防ぐためのノロウイルス対策 

ノロウイルスの中毒は、二枚貝が原因となることもあるが、現在は人からの二次感

染が増加しているという情報がある。二次感染を防ぐために、感染の有無を確認する

検査体制の合理化、生活に即した感染防止策のさらなる具体化が求められる。 
（宮城県 女性 45歳 その他消費者一般） 

○ ノロウイルスについて 

ノロウイルスが各地で広がっているが、最近、ホテル、食堂、スーパー等のトイレ

の台に、石鹸とか液状のハンドソープが置かれているのが目に付き、大変よい傾向だ

と思います。正しい情報を今後とも、流してほしいと思います。 
（秋田県 女性 67歳 その他消費者一般） 

○ ノロウイルスについて 

ノロウイルスは、最近は下火になってきていますが、1年を通して発症しています。
しかし、原因があまりはっきりしていないような気がします。ノロウイルスにかかる

と下痢と発熱が激しく、高齢者や体力のない方は大変辛い食中毒です。ノロウイルス

は二次感染をいかに防ぐかがこれからの課題のような気がします。 
（北海道 男性 62歳 食品関係業務経験者） 

【食品安全委員会からのコメント】 

ノロウイルスによる食中毒は、冬場に多く発生するのが特徴です。二枚貝の生

食や調理従事者からの二次感染による様々な食品が原因となり、人から人への二

次感染もあります。 

ノロウイルスによる食中毒を防ぐためには、以下のような取組が有効です。 

（１）加熱が必要な食品は中心部まで充分に加熱する。（ノロウイルスは 85℃・1

分以上で不活化されます。） 

（２）野菜などの生鮮食品は充分に洗浄する。 
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（３）手指をよく洗浄する。 

（４）感染者の便、嘔吐物に直接接触しない。 

（５）器具や床の消毒には高濃度の次亜塩素酸ナトリウムを用いる。（逆性石鹸や 

エタノールはあまり効果がない。） 

また、食品安全委員会では、ノロウイルスによる食中毒の発生が多いことから、

本ウイルスの食中毒に関する情報をわかりやすく提供し、注意を喚起するため、

当委員会のホームページ上のトピックスに、ノロウイルス食中毒に関する専用の

ページを作成しております。 

http://www.fsc.go.jp/sonota/norovirus.html 

さらに、当委員会では食品により媒介される食中毒の防止に向け、厚生労働省

などのリスク管理機関からの依頼のみならず、自らの判断で食品健康影響評価を

実施することとしております。現在、カンピロバクターなどの食中毒原因微生物

のうちどの微生物について優先的に実施していくべきか、関係専門調査会で検討

を進めているところです。カキを主とする二枚貝中のノロウイルスについてもそ

の検討対象となっており、当委員会の食品健康影響評価技術研究等を活用して、

リスク評価に必要なデータ収集を行っているところです。 

今後とも、ノロウイルス等の食中毒について、正確でわかりやすい情報の提供

に努めてまいります。 

 

【厚生労働省からのコメント】 

ノロウイルスによる感染性胃腸炎及び食中毒については、今シーズンの発生状

況に鑑み、「ノロウイルスに関する Q&A」を改定し、手洗いの励行、調理従事者の

健康管理、食品の十分な加熱等について周知を行ったところです。ノロウイルス

の特徴や予防法、殺菌の方法等の詳細ついては、Q&A に記載しておりますのでご参

照下さい。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html#16 

厚生労働省では、ノロウイルスによる感染症や食中毒の予防対策等について、

最新の科学的知見を踏まえた、正確で幅広い情報を国民に提供するよう努めてい

るところです。 

 

 

９．遺伝子組換え食品等関係 

○ 遺伝子組換え食品について 

最近の地球環境の問題や燃料問題などにより、米国ではバイオ技術を使って遺伝子

を操作して、どうもろこしや大豆などを作っているとの報道があった。では、この遺

伝子組換え食品は、人間の身体にどのような影響があるのであろうか。 
（長崎県 男性 43歳 食品関係業務経験者） 
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【食品安全委員会からのコメント】 

遺伝子組換え食品のヒトへの安全性評価については、食品安全委員会において

評価基準を定め、これに基づきこれまでに食べられてきた従来品種との比較によ

り行っております。 

ヒトに対する具体的な評価項目は 

①挿入された遺伝子やそれによって生産されるタンパク質の有害性 

②新たに生産されるタンパク質が、アレルギーを誘発する可能性はないか 

③従来の食品と比較して、含有成分が大きく変化したり、新たな有害物質を  

作る可能性はないか 

等についてであり、その可能性を含めた予測を行い、それがヒトの健康に与える

影響についての評価を行っています。 

なお、安全性評価を担当している遺伝子組換え食品等専門調査会の審議内容に

ついては、調査会終了後、議事録を公開しております。 

 

【厚生労働省からのコメント】 

遺伝子組換え食品は、挿入遺伝子により産生される蛋白質の有害性、アレルギ

ー誘発性等により、人体に影響を及ぼす可能性があるといわれています。 

したがって、輸入・販売等を行おうとする遺伝子組換え食品について、食品衛

生法に基づく安全性の審査を経ることが義務化されており、食品安全委員会にお

いて、食品安全委員会が定める安全性評価基準に基づいて評価がなされていると

ころです。 

 

 

１０．新開発食品関係 

○ ＡＣＥ阻害活性を有する特定保健用食品の安全性について 

「血圧が気になる方に」と称した特定保健用食品がいくつか承認されていますが、

このうちいくつかの関与成分のひとつである、アンジオテンシン変換酵素阻害薬を妊

娠初期に服用していた場合、胎児に障害が生じるリスクが有意に高くなることが報告

された。同様の効果を有する特定保健用食品の安全性には問題がないのか。 
（徳島県 男性 37 歳 医療・教育職経験者） 

【食品安全委員会からのコメント】 

食品安全委員会では、特定保健用食品の安全性評価に当たっては、食品という

性質上、摂取対象者が制限されるものではないことから、患者、乳幼児、高齢者、

妊婦等を含めた全てのヒトが摂食することを考慮し、安全性の評価を行うことが

重要としております。これは、「特定保健用食品の安全性評価の基本的考え方」に

基づいており、ホームページなどで公開しております。 

なお、御指摘の関与成分がＡＣＥ阻害作用を有する特定保健用食品については、

妊娠または妊娠の可能性のある方に対し、摂取上の注意が表示されること及びト

リペプチドなど食品由来成分を関与成分としているものであり、アンジオテンシ

ン変換酵素阻害薬の医薬品成分は含まれていないことを確認しております。 
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【厚生労働省からのコメント】 

特定保健用食品は、有効性及び安全性について厚生労働省の薬事・食品衛生審

議会で審査を行った上で表示の許可を行っているものです。特に安全性について

は、厚生労働省から食品安全委員会に安全性の評価を依頼しています。 

また、これらの審査の過程において、作用機序や関与成分に応じて注意喚起表

示が必要と判断される場合もあり、関与成分がＡＣＥ阻害作用を有する特定保健

用食品には、「妊娠又は妊娠の可能性のある方は医師に相談の上摂取する」旨の注

意喚起表示が行われています。 

なお、アンジオテンシン変換酵素阻害薬の医薬品成分は含まれていないことを

確認しております。 

 

１１．食品衛生管理関係 

○ 消費期限切れ原料の使用について 

食品会社が消費期限切れあるいは賞味期限切れの食品原料を使用して製造したと

のことで、保健所の査察が行われましたが、ただ期限内に使用すればよいということ

ではないと思います。同じ原料でも保管状態が悪ければ、期限内でも悪くなっている

でしょうし、逆に期限が切れていても全く問題のない場合もあると思います。使用時

の判定基準のようなものは行政からどのように指導されていますでしょうか。 

（三重県 男性 35歳 食品関係業務経験者） 

○ 食品メーカーの相次ぐ不祥事に思うこと 

大手菓子メーカーの商品安全管理に対する不祥事が起きて以来、他のメーカーでも

いろいろな問題が起きている。関係機関による指導、チェック体制の強化、罰則の強

化をお願いしたい。消費者は安全・安心を求めている。 
（千葉県 女性 64歳 その他消費者一般） 

○ 大手菓子メーカーの今回の事件に関して 

今年に入って発覚した大手菓子メーカーの賞味期限切れ食材の使用等の問題は、ま

たもや我々の食生活の安全を脅かす出来事でした。行政のチェック、また企業自身の

衛生管理体制を今一度見直していただきたいと思います。 
（奈良県 女性 43歳 その他消費者一般） 

○ 消費期限切れ等の企業の「お詫びとお知らせ」記事について思うこと 

先日の大手菓子メーカーの消費期限切れ商品販売事件後、企業からの「お詫びとお

知らせ」として、消費期限切れ製品に関しての新聞記事が相次いでいる。企業はもっ

と自己管理を徹底し、行政は絶えず管理していってほしいと思う。 
（愛知県 女性 31歳 その他消費者一般） 

○ 食品衛生責任者の自覚と権限強化について 

食品衛生法では、多くの食品関係事業者に食品衛生責任者の設置が義務づけられて

いる。今回の大手菓子メーカーの事件に関しても、食品衛生責任者の制度は十分機能

したのだろうか。食品衛生責任者の権限の強化、制度の整備と充実が望まれる。 
（富山県 男性 67歳 食品関係業務経験者） 



 
- 28 -

【厚生労働省からのコメント】 

食品等事業者に対する立入調査、食品の収去検査、施設や食品の取扱いに係る

衛生指導等については、各都道府県等の保健所が実施しています。 

今回、大手菓子メーカーにおいて、不適切な衛生管理が継続的に行われていた

件については、関係自治体による調査の結果、消費期限表示の不備等について食

品衛生法違反として改善等の行政指導が行われたところです。 

厚生労働省では、関係業界団体に対し、同様の事例の再発防止のため、食品等

事業者の責務を再度周知徹底するとともに、都道府県等に対し、今回の事例を踏

まえた広域流通食品の製造・販売等を行う食品等事業者に対する指導事項及び監

視指導の際の重点監視事項等について通知したところです。 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/

index.html 

（「１３．広域流通食品の製造に係る衛生管理の徹底について」をご覧下さい。） 

 

【農林水産省からのコメント】 

大手菓子メーカーが期限切れ原料を使用し販売していたこと等を公表したこと

を受け、農林水産省では、情報公開の推進、法令遵守等について要請を行うとと

もに、関係団体を通じて、会員食品企業に対して、法令遵守及び社会倫理に適合

した行動のより一層の徹底等について要請を行いました。 

また、社内基準を 1～2日越える消費期限を表示していたことについては、厳重

注意を行い、全食品についての不適正な表示の点検・是正、全役員及び従業員に

対する品質表示制度の啓発などを求めました。 

農林水産省としては、今後も、消費者の信頼確保に向け、業界団体等に対し、

適切な指導を行ってまいります。 

 

 

○ 飲料水としての水道水について 

水道水は飲料水としては使わないのが常識と聞き、不安になった。一般消費者は、

飲料水は、水道水ではなく買い求めたほうが安全で健康に良いと考え、購入してい

る人が多いのだろう。飲料水としての水道水について、消費者への正確な情報の提

供を期待する。 
（埼玉県 女性 71 歳 その他消費者一般） 

【食品安全委員会からのコメント】 

私たちが毎日飲んでいる水道水は、水道法によって、衛生的に安全な基準（水

質基準）を満たすように規制されており、その取組みについては厚生労働省が情

報提供をしています。 
食品安全委員会では、厚生労働省が水質基準を見直す際に、食品安全基本法第

24 条に基づき厚生労働省の諮問を受け、科学的な見地に立って水質基準に関する

化学物質のリスク評価を実施することとなっています。最近では、平成 18 年８月、

水質基準に「塩素酸」を追加するにあたり、厚生労働省から意見を求められまし

た。これに対し、食品安全委員会では化学物質専門調査会と汚染物質専門調査会
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が合同でリスク評価を行い、塩素酸の TDI（耐容一日摂取量）を設定しました。 

水道水の安全性（塩素酸）のリスク評価については、季刊誌「食品安全」vol. 

１２でも紹介していますので、ご覧下さい。 

http://www.fsc.go.jp/sonota/kikansi.html 

 
 
このほか、以下の意見があり、これらについても、関係行政機関にも回付しております。 

○ 食品包装材製造の防塵対策基準について 

板蒲鉾の板は製材所で製材されただけで、食品工場では洗浄や消毒がされていな

いまま保水分調整に使用されていると思われるが、衛生上問題はないのか。 
（宮城県 男性 64歳 食品関係業務経験者） 

○ 生食用かきの加工基準について 

生食用かきは、原料のかきが採取される海域やかきの加工水などの大腸菌群の最

確数で規制されている。この基準はノロウイルスに対応するものではないので、新

たに化学物質、汚染指標生物（プランクトンなど）を加えた総合的な基準に見直し

てほしい。 

（埼玉県 男性 69 歳 食品関係業務経験者） 

○ お惣菜の安全性  

各スーパー等で販売されているお惣菜は手軽で、利用する機会も増えているが、

安全性という観点では不安がある。スーパーやお惣菜屋さんでも手軽に検査できる

基準を設けていただきたい。 
（大阪府 女性 48歳 その他消費者一般） 

 

 

１２．食品表示関係 

○お茶の原産地表示について 

緑茶はブレンド品が多いため、消費者にとって原料原産地の表示が重要である。

緑茶の原料原産地の表示方法がよく分からないので、説明してほしい。 
（愛媛県 男性 68歳 食品関係業務経験者） 

【農林水産省からのコメント】 

加工食品の原料の原産地表示については、原産地に由来する原材料の品質が製

品の品質に大きな影響を与えると考えられる品目として、緑茶のように加工度が

低く、生鮮食品に近い２０食品群に対象を大幅に拡大し、昨年１０月に義務化さ

れました。 

これら、２０食品群については、その主たる原材料（加工食品の原材料のうち、

重量の割合が５０％以上を占める原材料）の原産地を使用割合が多い順に表示す

ることが定められています。 

このため、お尋ねのような複数の原産地をブレンドして作られた緑茶の場合、

「原材料名 緑茶（Ａ国、Ｂ国）」などと表示することとなります。 
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例えば、国産の荒茶（生葉を蒸してもみ乾したままの茶（「大辞林 第２版」よ

り））を６０％、Ａ国産の荒茶を４０％混合して国内で仕上げた緑茶には、荒茶の

重量順に「国産、Ａ国産」のように原産地を表示します。 

 

 

このほか、以下の意見があり、これらについても、関係行政機関にも回付しております。 

○ 食品の表示について 

製造所固有番号は、我々消費者にとってわかりづらいものです。自社工場で製造し

ているのか、他の会社かがわからないからです。また、この記号等は、見やすいとこ

ろに表示してほしいと思います。 
（奈良県 男性 46歳 医療・教育職経験者） 

○ 加工食材成分の曖昧な表示について 

合挽き肉のパッケージに「（豪州産・茨城産）牛肉、（米国産・千葉産）豚肉」な

ど表示されているものがあるが、せめて最多成分だけでも、%実値を示してもらえな
いかと思う。米国産牛肉が日本国内で、どのような形で消費されているのかについて、

不安を感じるとの声を耳にしたことがある。 
（神奈川県 女性 73歳 医療・教育職経験者） 

○ 賞味期限の表示について 

消費者は、まだ、消費期限と賞味期限の違いについての理解が乏しいように思いま

す。今一度、周知徹底していただきたいと思います。また、賞味期限を「最も美味し

い期間」「多少味は落ちるが食品として問題のない期間」の 2種類に分けて表示でき
ないものでしょうか。より食品の安全性と無駄を省くことができると思います。 

（北海道 女性 56歳 その他消費者一般） 

○ 加工食品等の添加物表示について 

食品添加物を摂取しない食生活を目指しているが、宅配のカタログや HP 上の商品
の説明には、原材料名の表示がないこともあるので困っている。商品の購入方法が多

様化する今、新しい形態への表示の対応も必要となるのではないか。 
（香川県 女性 42歳 その他消費者一般） 

○ 複雑すぎる食品表示について 

食品の表示が複雑すぎる。例えば、甘みに関するものでも、「無糖」「微糖」「低

糖」「シュガーレス」「ノンシュガー」「甘さ控えめ」「甘さすっきり」等がある。

もっとすっきりとした、誰が見てもわかりやすい表示になるよう、考えてほしい。 
（鳥取県 女性 49歳 食品関係業務経験者） 
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１３．その他 

○ クローン食肉を米国が認可した件について 

FDAが「クローン食肉や乳は食品として安全だ」とする報告書案を発表しましたが、
認可されれば日本へ輸出される可能性もあると思われます。早急に日本の態度を検討

すべきだと思います。 
（大阪府 女性 38歳 その他消費者一般） 

【食品安全委員会からのコメント】 

米国食品医薬品庁は、平成 18 年 12 月 28 日、体細胞クローン技術を使用した牛

等の肉や生乳は食用として安全との暫定報告書を取りまとめ、一般からの意見聴

取を行った上で、食品として販売を許可するか否かについて決定することを公表

しています。（意見募集期間は、当初 90 日間であったが、5月 3 日まで延長。） 

一方、我が国においては、体細胞クローン牛の肉や生乳については、農林水産

省からの通知により、現在、出荷の自粛が行われているところです。 

 また、体細胞クローン牛の肉や生乳の安全性については、平成 15 年に厚生労働

省の研究班が「安全性が損なわれていることは考えがたいが、新しい技術である

ことを踏まえ、慎重な配慮が必要」と報告されています。現在、農林水産省等の

試験研究機関において体細胞クローン牛から生まれた産子の安全性に関する研究

調査が行われているところです。 

今後とも、米国での動向やリスク管理機関等によるクローン技術を使用した食

品の安全性に関する研究の結果を注視したいと考えております。 

 

【厚生労働省からのコメント】 

当該報告書案については、米国においても未だ検討段階であると認識しており

ます。厚生労働省としては米国の状況を引き続き注視しつつ、必要な対応を検討

していきたいと考えています。 

 

 

○ 条件付き特定保健用食品について 

平成 17 年より、「条件付き特定保健用食品」という新しい分類が加わりました。
条件付きにし、表示規定を設けることで、紛らわしい表示を防止しようというのがね

らいであると認識しておりますが、根拠が必ずしも確立されていない商品に対し、表

示規定を設けること自体が、たいへん紛らわしいように思われてしかたありません。 
（大阪府 女性 27歳 その他消費者一般） 

【厚生労働省からのコメント】 

「条件付き特定保健用食品」は、従前の表示制度では、身体の構造又は機能に

影響を及ぼすことを目的とする表示が保健機能食品（特定保健用食品及び栄養機

能食品）を除いては認められておらず、かえって曖昧な表示を増加させているお

それがあることから、国民に対する正確な情報提供を推進するため、平成１７年

２月より導入されたものです。それまでは、①有効性が認められるにもかかわら

ず、有効性を発現するまでのメカニズムが明確でないもの、②有効性を発現する
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までのメカニズムは明確だが、審査で要求している有効性の科学的根拠のレベル

に届かないものは、特定保健用食品として認められませんでした。このように、

一定の有効性が確認される食品についても、限定的な科学的根拠である旨の表示

をすることを条件として認めることにより、国民の選択肢の幅が拡がることにつ

ながると考えます。 

 

 

○ 健康食品に含まれる成分の安全性について 

先日、杉エキス入りの健康食品を摂取して呼吸困難になった事例が報道されまし

た。健康食品に入っている成分について何も規制がない野放し状態に、非常に危険性

を感じます。新たな把握、監視、規制の仕組みが必要だと思います。 
（大阪府 女性 38歳 その他消費者一般） 

○ サプリメントの過剰摂取について 

健康に良いという食品さえ摂れば、それで OKとの間違った情報が浸透しているよ
うだ。多種のサプリメントを同時摂取した場合の過剰摂取の害についての警鐘が必要

ではないだろうか。 
（京都府 女性 67歳 医療・教育職経験者） 

○ 健康補助食品の安全性 

次々と新しい健康補助食品が出てくるが、本当に健康の補助に役立つのか疑問であ

る。せめて、害がなく安全であるかどうかについて、検査していただきたい。 
（大阪府 女性 48歳 その他消費者一般） 

【厚生労働省からのコメント】 

特定保健用食品は国が有効性・安全性を審査し表示を許可したものですが、そ

れ以外のいわゆる健康食品は、国により個別の審査を受けたものではありません。 

いわゆる健康食品を含む販売食品等の安全性の確保は、食品等事業者が第一義

的責任を有しています。厚生労働省では、事業者による安全性確保のための自主

的な取組を推進する観点から、平成 17 年 2 月、「錠剤、カプセル状等食品の適正

な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤・カプセル状食品の原材料の安

全性に関する自己点検ガイドライン」を示し、その普及啓発を図るとともに、「「い

わゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」（平成 17

年 2 月 28 日付け医薬食品局食品安全部長通知）により、過剰摂取等による健康被

害の発生が知られているもの又はそのおそれがあるものについてはその旨を表示

すること、その食品が含有する成分に応じ、科学的根拠に基づき一日当たりの摂

取目安量を設定すること等について適切な運用がなされるよう、都道府県及び関

係業界を通じて周知徹底を図っています。 

なお、（独）国立健康・栄養研究所のホームページにおいては、「健康食品」の

安全性・有効性データベースを開設し（http://hfnet.nih.go.jp/）、個々の健康

食品素材の安全性・有効性などの正確で客観的な情報を集約し、広く関係機関に

提供しておりますので、御参考にしてください。 

また、厚生労働省では、平成１９年度より「健康食品」の安全性確保に関する
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検討会を開催し、錠剤・カプセル状等特殊な形態のものがあることから一般の食

品とは異なる対応が求められる場合がある、いわゆる「健康食品」の安全性確保

について検討することとしています。この検討結果を踏まえて、所要の措置を講

ずることとしています。 

（参考） 

「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠

剤・カプセル状等食品の原材料に係る安全性ガイドライン」について 

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/mhlw/news/2005/050203/050203-9.pdf 
 
 
このほか、以下の意見があり、これらについても、関係行政機関にも回付しております。 

○ マスコミの力を借りて消費者教育をしよう 

情報化社会において、消費者はメディアに振り回され過ぎていないだろうか。賢い

消費者を育てるために、食品安全委員会が、メディアやマスコミの協力のもと、消費

者教育を行うとよいのではないでしょうか。 
（福岡県 女性 65歳 その他消費者一般） 

○ 食育基本法を実践するためのモニター活動 

食育を実践するために、今、学校の教師に求められていることは、子どもたちの発

達段階に応じて具体的な体験学習ができる教材の開発である。今後も、私は、モニタ

ー活動を通して得る最新の資料や情報を学校現場へ提供していきたい。 
（兵庫県 女性 70歳 医療・教育職経験者） 

○ 大手菓子メーカー問題の報道に思う 

大手菓子メーカーの事件が連日、報道されていたが、マスコミは、この問題につい

て、法の遵守の欠落なのか、企業モラルの問題なのかを見誤ることなく報道していた

だろうか。その点で、厚生労働省の対処を望む。 
（神奈川県 男性 66歳 食品関係業務経験者） 

○ 食育基本法施行による今後の食文化に対する期待感 

食育基本法の制定によりいろいろな施策が計画されているようですが、国民の健康

志向が高いにかかわらず、まだ食育に関する推進運動が十分浸透していないように思

えます。テレビなどの情報にふりまわされ、食品に対して健康や痩身効果の過剰な期

待は異常とも感じられます。国民の食に対する意識改善も含めた今後の施策に期待を

しています。 
（愛媛県 女性 57歳 食品関係研究職経験者） 

○ 食育推進計画について 

食育推進計画は、食育基本法に基づく市町村推進計画として、食育を具体的に推進

するために計画されています。地域の自治体は、その地域で作成している食育推進計

画に積極的に参加し、生産段階での食品の安全・安心を徹底するよう、指導をお願い

します。 
（北海道 男性 62歳 食品関係業務経験者） 
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○ 食の安全への取組 

消費者が安心感を持って、加工食品やファーストフード等を食べられるよう、食品

業界における各企業の食の安全に対する取組をホームページ等で公表するよう、指導

してほしい。 
（大阪府 女性 48 歳 その他消費者一般） 

○ 消費者としての目 

テレビの健康番組での納豆に関する報道で、消費者の側の問題点、発信者の側の問

題点が浮き彫りになった。消費者として、情報を判断する目や与えられた情報をうの

みにせず、自ら情報を収集する気持ちが必要であることを痛感した。 
（香川県 女性 42歳 その他消費者一般） 

○ 食材そのものが持つリスクの再認識 

じゃがいもの芽が食中毒をおこす危険性があることなど、食材そのものに潜むリス

クを再認識することが必要なのではないか。核家族化が進む現在、行政が積極的に基

本情報を提供していくことが求められている。 

（宮城県 女性 45 歳 その他消費者一般） 

○ 野菜系飲料の残留農薬への不安 

「野菜系飲料」の売り上げが伸びているが、その健康へのリスクについて、残留農

薬などを第三者が分析し、情報提供すれば、消費者として「野菜系飲料」が果たして

健康に良いものなのか判断する材料になると思う。 
（宮城県 女性 45歳 その他消費者一般） 

○ 戦後の食品とリスクについて 

戦中、戦後の食糧難時代が過ぎ、現在ではあらゆる食材が豊富になっています。反

面、これらの生産過程での農薬や食品添加物の使用は増加していると考えられます。

戦後から長い年月にわたって蓄蔵された目に見えない有害物質によるリスクが、年間

30兆円を超える医療費に現れていると思います。 
（宮崎県 男性 71歳 その他消費者一般） 

○ 温暖化による季節野菜の保存問題等について 

今年は暖冬傾向だったため、日本各地で季節野菜の取れ過ぎが聞かれた。野菜の保

存問題について、研究開発するためのプロジェクトチームを国として立ち上げること

で、日本の食糧自給率を少しでも向上させることができるのではないか。 
（福岡県 女性 65歳 その他消費者一般） 

 

＜情報提供＞ 

○ 宮城全県で平成２１年までに環境保全米（特別栽培米）に切り替え 

宮城県の JA は、県産米の栽培方法を化学肥料や農薬の使用を抑えて、環境保全米
に切り替える方針を決め、県内全域の農家に呼びかけることとし、平成 21 年まで作
付面積の 7割以上を目標とした。 

（宮城県 女性 57歳 医療・教育職経験者） 
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食品安全モニターからの報告（平成１９年４月分）について 

食品安全モニターから４月中に、１３件の報告がありました。 

 
     報告内容 

       ＜意見等＞ 

・ 食品安全委員会活動一般関係       ２件 

・ ＢＳＥ関係               ３件 

・ 化学物質関係              １件 

・ 遺伝子組換え食品等関係         １件 

・ 食品表示関係              ４件 

・ その他                 ２件 

 

（注）複数の分野に関係する報告については、便宜上いずれかの 

分野に分類した。 

 

報告された意見等については、以下のとおりです。 

リスク管理機関に関わる意見等につきましては、関係行政機関に送付し、広く食

品の安全性の確保に関する施策の参考に供することとしています。 

なお、以下では、食品安全委員会に関する意見等についてコメントを掲載すると

ともに、併せて、リスク管理機関に関わる意見等についても、関係行政機関からコ

メントがありましたので掲載しております。 

 

凡例）食品安全モニターの職務経験区分： 

○食品関係業務経験者 

・現在もしくは過去において、食品の生産、加工、流通、販売等に関する職業（飲食物調

理従事者、会社・団体等役員などを含む）に就いた経験を 5年以上有している方 

・過去に食品の安全に関する行政に従事した経験を 5年以上有している方 

○食品関係研究職経験者 

・現在もしくは過去において、試験研究機関（民間の試験研究機関を含む）、大学等で食

品の研究に関する専門的な職業に就いた経験を 5年以上有している方 

○医療・教育職経験者 

・現在もしくは過去において、医療・教育に関する職業（医師、獣医師、薬剤師、看護師、

小中高校教師等）に就いた経験を5年以上有している方 

○その他消費者一般  

・上記の項目に該当しない方 
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１．食品安全委員会活動一般関係 

○ 食品安全モニター会議の任期中の早期開催について 

食品安全モニター会議の開催を、4月中あるいは遅くとも 5月前半の、より早い時
期に設定していただけないでしょうか。初めてモニターになられた方も、活動内容を

理解でき、少しでも早く活動できるようになるのではないか、と思います。 
（高知県 女性 48歳 その他消費者一般） 

【食品安全委員会からのコメント】 

食品安全モニター会議の開催時期につきましては、早期開催の御要望を踏まえ、

平成 18 年度からそれまでの６～７月開催より 1ヶ月早く開催しておりますが、会

議開催に係る諸準備にある程度時間が必要なことから、４月や５月前半での開催

は難しいものと考えております。 

なお、平成 19 年度の食品安全モニター会議は、５月から６月にかけて全国７都

市において計 10 回開催することとし、当委員会の役割や取組、リスク評価の実際

などについて知識や理解を深めていただくとともに、当委員会委員をはじめ、リ

スク管理機関の担当者も加わった形で意見交換を行うこととしております。 

いずれにいたしましても、会議の運営やあり方等については、モニターの皆様

から随時いただく御意見も含め、会議後のアンケートでいただく種々の御意見・

御要望も参考にしながら、よりよいものとなるよう工夫してまいります。 

 

このほか、以下の意見がありました。 

○ リスクコミュニケーション担当者へお願い 

沖縄で開催された「農薬に関する意見交換会」に参加した。食品安全委員会の担当

者には、人材育成されたスペシャリストとして積極的に、正しい適切な情報提供と解

説をしていただくことを期待する。 
（沖縄県 女性 46歳 食品関係業務経験者） 
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２．ＢＳＥ関係 

○ 「食品に関するリスクコミュニケーション（大阪）」に参加して 

「食品に関するリスクコミュニケーション（大阪）－我が国に輸入される牛肉等に

係る食品健康影響評価の実施について－」に参加しました。その中の、山本先生の講

演で、日本は 14 カ国から牛肉を輸入していることを初めて知りました。食品安全委
員会が進めようとしている自ら評価に大いに期待しています。また、加工食品・外食

においても、原材料・原産地表示を徹底していただきたいと思います。 
（滋賀県 女性 54歳 その他消費者一般） 

【食品安全委員会からのコメント】 

現在、米国・カナダ以外の国から輸入されている牛肉及び牛内臓に係る食品健

康影響評価については、プリオン専門調査会において準備段階の議論を重ねた結

果「我が国に輸入される牛肉及び牛内蔵に係る食品健康影響評価の実施に関する

プリオン専門調査会の見解」をまとめ、３月２２日に開催した食品安全委員会第

１８３回会合に報告されました。これを受けて自ら評価を実施する前に意見交換

会を実施することが決定され、４月２３日から２７日にかけ、全国４ヶ所で意見

交換会を開催いたしました。その意見交換会で寄せられた御意見等を踏まえ、５

月１７日に開催した食品安全委員会第１９０回会合において評価の要否等も含め

て審議した結果、評価を実施することとなりました。今後、プリオン専門調査会

において、具体的な評価を進めることになります。 

 

【農林水産省からのコメント】 

牛肉の原産地表示については、ＪＡＳ法に基づき、 

①生鮮品については、平成１２年７月から義務付け、 

②加工品についても、平成１８年１０月から生鮮食品に近い「味付けカルビ」

等は原料原産地表示の対象とし、 

③外食産業については、平成１７年 7月に策定した「外食における原産地表示

に関するガイドライン」の普及、 

などにより、原産地表示の推進に努めているところです。 

牛肉加工品については、他の加工品同様、いくつかの原産地の原料を混合して

使用する場合や、中間加工品を使用する場合などがあり、原料の原産地を大元ま

でさかのぼって正確に把握することは現実的には困難な商品も存在しています。 

  したがって、全ての牛肉加工品に原料の原産地表示を義務付けることは難しい

と考えています。 

 一方、牛肉加工品等への消費者の関心の高まりを踏まえ、食肉加工、販売、外

食等の団体に対して、義務化されていないものも含め、原産地に関する情報提供

を事業者が積極的に行うよう、働きかけを行ったところです。 

  こうした中で、表示やホームページ等により原料原産地に関する情報を自主的

に発信する取組も見られており、今後、こうした事業者の前向きな取組を促して

まいりたいと考えています。 
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○ 米国産牛肉輸入自由化問題について 

米国側は日本政府が米国の食肉処理場を査察して問題がなければ、全箱検査を止め

て、従来の抜き打ち検査方式にするという新聞記事が掲載されていた。また、月齢規

制を生後 30ヶ月以下に引き上げるのではないかという記事も一部で掲載されていた。
しかし、日本国民はまだ、この問題について納得も同意もしていないのではないか。 

（長崎県 男性 43歳 食品関係業務経験者） 

○ 米国産牛肉の輸入条件緩和は時間をかけて 

米国産牛肉の輸入条件になっている月齢規制の緩和について、輸入時の全箱検査で

違反品が発見されている現状では、簡単に応じるべきではないと思う。全箱検査中止

の議論が出てくるようになってはじめて月齢規制緩和を認めるようにしてもよいと

思う。 
（神奈川県 男性 68歳 食品関係業務経験者） 

【厚生労働省及び農林水産省からのコメント】 

輸入手続再開以降、５月１８日現在で、約１万８千トン(約２千件)の貨物の全

箱確認を行ってきたところです。これらの貨物では４件の混載事例はあったもの

の、米国側システム全体についての問題は確認されていないことから、対日輸出

を行っている施設等の査察を行い、特段問題がない施設は全箱確認を終了するこ

とが可能であると判断したところです。厚生労働省検疫所、農林水産省動物検疫

所における検査は、昨年の輸入手続再開以降、米国産牛肉の輸入時に全ロットの

抽出検査を実施するなど他の食肉製品に比べても検疫を強化しており、全箱確認

終了後も、引き続きこれらの水際における輸入時の検査を適切に実施してまいり

ます。 

また、今回の査察は検証期間の終了に向けて実施するものであり、米国産牛肉

の輸入条件の緩和を前提としたものではありません。現在の輸入条件は、食品安

全委員会におけるリスク評価を踏まえて決定したものであり、仮に見直しを検討

する場合であっても食品安全委員会のリスク評価が必要となります。 

本件に関しましては、食の安全と消費者の信頼確保を大前提に、科学に基づい

たステップをきちんと踏んで対応することが重要と考えており、関係省庁が連携

して適切に対応してまいります。 

 

 

３．化学物質関係 

○ トランス脂肪酸に関するファクトシートの更新を 

新聞記事にトランス脂肪酸を多く含有しているフライドポテトについて載ってい

ました。他にもトランス脂肪酸高含有の食品があるのではないかと心配です。現在の

実態を調査し、公表していただきたいと思います。 
（神奈川県 男性 68歳 食品関係業務経験者） 
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【食品安全委員会からのコメント】 

現在、食品安全委員会では、食品中に含まれるトランス脂肪酸について、ファ

クトシートを作成して、その基本的な科学的知見を取りまとめて公表しています。 

 http://www.fsc.go.jp/sonota/54kai-factsheets-trans.pdf 

また、現在の日本人のトランス脂肪酸の摂取量を把握するため、平成１８年度

にマーガリン類及びショートニング等の食品におけるトランス脂肪酸含有量に関

するデータ収集調査を行ったところです。近々、本調査結果を公表するとともに、

ファクトシートの更新を予定しています。 

 

 

４．遺伝子組換え食品等関係 

○ ＧＭ（遺伝子組換え）作物の安全性評価を行う第三者機関の設置について 

消費者や生産者の間には GM作物について強い抵抗感があると思われるが、これは
GM 作物について納得いく説明が少ないことにも起因しているのではないでしょう

か。政府は GM作物の安全性や倫理性の評価を専門的に行う第三者機関を設置し、生
産者や消費者の不安を取り除くシステム作りを推進するべきです。 

（北海道 男性 38歳 食品関係業務経験者） 
【食品安全委員会からのコメント】 

遺伝子組換え食品・飼料の人への安全性評価については、食品安全委員会で評

価基準を定め、これに基づき、遺伝子組換え食品等専門調査会で安全性評価を行

っています。 

これは、平成１５年７月に施行された食品安全基本法に基づき、科学的知見に

基づく中立公正なリスク評価を実施するため、リスク管理機関から独立して内閣

府に食品安全委員会が設置され、従来、リスク管理機関で行われていた安全性評

価を食品安全委員会で行うこととなったことによるものです。 

これまで食品安全委員会では、遺伝子組換え食品の安全性を審査していく際の

基準について、専門調査会での基準案作成の議論に資するため、国民のみなさま

のご意見を聴く必要があると判断し、「遺伝子組換え食品についてご意見を聴く

会」（平成 15 年 10 月 24 日開催）の実施や「遺伝子組換え食品（種子植物）の安

全性評価基準案等に関する意見交換会」（同年 12 月 19 日開催）等、厚生労働省、

農林水産省と連携しての意見交換会を実施するなど、関係者間の理解を深めるた

めリスクコミュニケーションに努めているところです。 

今後とも、食品安全委員会としては、国民の関心が高いテーマや関係者相互間

の考え方に大きな開きがあるものをテーマとして取り上げ、意見交換会を開催す

るとともに、食品安全基本法の施行に伴い導入されたリスク分析手法の考え方に

ついても引き続き関係者への浸透・定着を図っていきたいと考えております。 
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５．食品表示関係 

○ 開封後の賞味期限について 

一般家庭用の調味料等、比較的賞味期限が長い食品には、未開封での賞味期限が表

示されていますが、開封後の賞味期限表示があると、消費者にとってわかりやすいと

思います。 
（三重県 男性 35歳 食品関係業務経験者） 

○ 常温保存可能牛乳の表示の件について 

常温保存可能な牛乳（生乳 100%使用）に「開封後は賞味期限にかかわらず、でき
るだけ早く消費してください」と記載されていた。非常にあいまいな表現と思われ、

開封後の次回使用が危ぶまれる。明確に「開封後、冷蔵庫内で○○日」との表示の改

善が必要と思われる。 
（福井県 女性 57歳 食品関係業務経験者） 

【厚生労働省及び農林水産省からのコメント】 

賞味期限とは、「定められた方法により保存した場合において、期待されるすべ

ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日」であり、食

品の開封前の期限表示として義務付けられているものです。 

食品の開封後は、細菌の増加、風味の劣化等がみられるため、食品を購入した

場合には、開封後早めに消費していただく必要があります。開封後の賞味期限を

表示することについては、開封後の食品の管理状況が各家庭により異なること等

から困難と考えます。 

また、期限表示の設定を行う食品等事業者に対して、「賞味期限」を過ぎた食品

等の取り扱い等について消費者からの問い合わせがあった場合には、可能な限り

情報提供に努め、適切に対応するよう、加工食品の表示に関するＱ＆Ａ（第 2集：

期限表示について）を整理、公表しており、今後とも、食品表示に関する普及啓

発に努めてまいりたいと考えています。 

（参考） 

「加工食品の表示に関する共通 Q＆A」 

農林水産省ウェブサイト 

  http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/kako_kyotu_kigen.pdf 

厚生労働省ウェブサイト 

http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/kakou2/index.html 

 

 

○ 食パンの消費期限切れに関して 

先日、食パンの消費期限違反事例が報じられていた。そこで、食パン購入時に、消

費期限に注目してみたところ、メーカーによって消費期限に違いがみられた。消費者

として消費期限が長いのは便利であるが、食品衛生法上、消費期限の設定について何

か規定があるのか。 
（福岡県 女性 71歳 医療・教育職経験者） 
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【厚生労働省及び農林水産省からのコメント】 

消費期限の設定を適切に行うためには、食品等の特性、品質変化の要因や製造

時の衛生管理の状態、原材料の衛生状態、保存状態等の当該食品に関する知見や

情報を有している必要があることから、食品等事業者（表示義務者）が期限の設

定を行うことになります。 

このため、食品等事業者においては、客観的な期限の設定のために、微生物試

験、理化学試験、官能試験等含め、これまでの商品の開発・営業等により蓄積し

た経験や知識等を有効に活用することにより、個別の商品に科学的・合理的な根

拠に基づいて期限を設定することが必要になり、メーカー等によって消費期限に

違いが見られます。 

いずれにしても、加工食品の表示に関するＱ＆Ａ（第２集：期限表示について）

を整理・公表しており、今後とも、食品表示に関する普及啓発に努めてまいりた

いと考えています。 

（参考）「加工食品の表示に関する共通 Q＆A」 

農林水産省ウェブサイト 

  http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/kako_kyotu_kigen.pdf 

厚生労働省ウェブサイト 

http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/kakou2/index.html 

 
 

○ 農産物の生産履歴表示について 

農産物の生産履歴表示が、一部で導入されていますが、内容が複雑で、実施されて

いる品目も少なく、消費者にわかりにくい状況です。一目で分かるような簡単な方法

で、食卓から農場まで顔が見えるような方策を見出していただきたいと思います。 
（宮崎県 男性 72歳 食品関係業務経験者） 

【農林水産省からのコメント】 

農産物の生産履歴情報は、事業者が自ら取り組んでいるものや、事業者団体が

おこなっているものなど様々な形で行われています。 

また、消費者の「食」に対する関心が高まっている中で、正確な食品の生産履

歴情報を消費者に提供する仕組みとして、第三者機関（登録認定機関）が認定す

る生産情報公表ＪＡＳ規格の導入を進めています。牛肉及び豚肉に続き、平成１

７年６月に農産物についての生産情報公表ＪＡＳ規格が制定され、一部の加工食

品（豆腐、こんにゃく）についても平成１９年４月から施行されたところです。 

生産情報公表農産物のＪＡＳマークが付された農産物は、誰が、どこで、どの

ように生産したかがわかるように、生産者の氏名、ほ場の所在地、使用された農

薬の用途別分類、種類及び使用回数、施用された肥料の種類などの生産情報をイ

ンターネット、ファックスなどで公表されており、自宅のパソコンや店頭等で見

ることができます。 

なお、生産情報公表農産物を含めた生産情報公表ＪＡＳ規格は、新しい規格な

ので、普及・定着を図るために消費者及び事業者双方にとってメリットのある制
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度であることを認識してもらう必要があります。消費者及び事業者の理解を深め

るために交流会を開催したり、パンフレットを作成・配布するなど、普及啓発に

努めているところです。 

（参考） 

食品表示とＪＡＳ規格 

http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/heya/jasindex.htm 

 

 

６．その他 

○ 健康食品を国が認証へ 

国は、健康食品について、成分基準の新設や認証マークの導入の検討を始めるとい

う。2007年中にとりまとめるとしているが、消費者にわかりやすい基準と制度にし、
安全と安心が前面に出てくるような総合的な対策づくりを期待したい。 

（北海道 男性 65歳 食品関係業務経験者） 

○ サプリメントについて 

市場を大いににぎわしているサプリメントについて、確かな情報を日本国民に伝え

ていくにはどうしたらよいか。サプリメントの今までの歴史をもとに探り、見直す時

期ではないかと思う。 
（東京都 女性 53歳 医療・教育職経験者） 

【厚生労働省からのコメント】 

健康食品の安全性確保のために必要な対策などについて、今後、厚生労働省食

品安全部に検討の場を設け、有識者にご検討いただくこととしています。この検

討結果を踏まえて、所要の措置を講ずることとしています。なお、認証マークの

導入等、いわゆる「健康食品」について国が認証する制度を創設することを決定

したという事実はありません。 

 

 

 

 


